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(57)【要約】
【課題】強度の向上が図られた薄膜キャパシタを提供す
る。
【解決手段】薄膜キャパシタ１においては、電極端子層
３０は、貫通部３１によって複数部分に分断されており
、その分断された部分として枠部３２を有している。枠
部３２は、電極端子層３０の底面３０ｂから見て電極端
子層３０の外縁に沿うように設けられており、枠部３２
が、電極端子層３０が厚さ方向や面方向に伸縮したり反
ったりする変形を阻害し、そのような変形が抑制され得
る。したがって、薄膜キャパシタ１においては、電極端
子層３０が変形しにくくなっており、強度の向上が実現
されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属材料で構成された基板と、
　前記基板の一方面上に部分的に形成され、電極層と誘電体層とが交互に積層された積層
構造を有する容量部と、
　前記基板の前記一方面上の前記容量部が形成された形成領域および前記容量部が形成さ
れていない非形成領域を覆う絶縁層と、
　前記絶縁層上に設けられた電極端子と、
　前記絶縁層に厚さ方向に沿って貫設され、前記基板および前記容量部の電極層のいずれ
かに前記電極端子を接続するビア導体と
を備え、
　前記基板は、該基板の厚さ方向に貫く貫通部により複数部分に分断されており、前記基
板の他方面から見て、前記基板の外縁に沿う枠部と、該枠部内に位置するとともに前記容
量部の前記誘電体層を介して前記容量部の前記電極層と対向する電極部とを有する、薄膜
キャパシタ。
【請求項２】
　前記貫通部内を充たす絶縁樹脂をさらに備える、請求項１に記載の薄膜キャパシタ。
【請求項３】
　前記枠部が、枠内と枠外とをつなぐ連通部を有する、請求項２に記載の薄膜キャパシタ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜キャパシタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、容量部を誘電体薄膜および電極薄膜で構成した薄膜キャパシタが知られてい
る。たとえば下記特許文献１には、シリコン基板上に、誘電体薄膜および電極薄膜で構成
される容量部が形成された薄膜キャパシタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７―８１３２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のような薄膜キャパシタでは、小型の電子機器に搭載するために低背化が求められ
ているが、シリコン基板を薄化すると脆性破壊が生じやすくなる。たとえば、薄膜キャパ
シタをピックアップしたときや薄膜キャパシタが電子機器に実装された状態において、割
れ等の脆性破壊が生じ得る。
【０００５】
　そこで、金属材料で構成した高い延性を有する基板を採用した薄膜キャパシタの開発が
進められている。
【０００６】
　発明者らは、金属材料で構成した基板を用いた薄膜キャパシタについて研究を重ね、こ
のような薄膜キャパシタにおいてさらに強度の向上を図ることができる技術を新たに見出
した。
【０００７】
　本発明の種々の側面は、強度の向上が図られた薄膜キャパシタを提供することを目的と
する。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一形態に係る薄膜キャパシタは、金属材料で構成された基板と、基板の一方面
上に部分的に形成され、電極層と誘電体層とが交互に積層された積層構造を有する容量部
と、基板の一方面上の容量部が形成された形成領域および容量部が形成されていない非形
成領域を覆う絶縁層と、絶縁層上に設けられた電極端子と、絶縁層に厚さ方向に沿って貫
設され、基板および容量部の電極層のいずれかに電極端子を接続するビア導体とを備え、
基板は、該基板の厚さ方向に貫く貫通部により複数部分に分断されており、基板の他方面
から見て、基板の外縁に沿う枠部と、該枠部内に位置するとともに容量部の誘電体層を介
して容量部の電極層と対向する電極部とを有する。
【０００９】
　上記薄膜キャパシタにおいては、金属材料で構成された基板は貫通部によって複数部分
に分断されている。そして、基板は、複数部分に分断された部分として枠部を有している
。枠部は、基板の他方面から見て基板の外縁に沿うように設けられているため、薄膜キャ
パシタの強度向上が図られている。
【００１０】
　本発明の他の形態に係る薄膜キャパシタは、貫通部内を充たす絶縁樹脂をさらに備える
。この場合、枠部と電極部との間における電気絶縁性を高めることができる。
【００１１】
　本発明の他の形態に係る薄膜キャパシタは、枠部が枠内と枠外とをつなぐ連通部を有す
る。この場合、絶縁樹脂で貫通部内を容易に充たすことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一側面によれば、強度の向上が図られた薄膜キャパシタが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る薄膜キャパシタの一部を概略的に示す断面図
である。
【図２】図２は、図１の薄膜キャパシタの基板の底面図である。
【図３】図３の（ａ）～（ｅ）は、図１に示す薄膜キャパシタの製造方法を説明するため
の図である。
【図４】図４の（ａ）～（ｄ）は、図１に示す薄膜キャパシタの製造方法を説明するため
の図である。
【図５】異なる態様の薄膜キャパシタの基板の底面図である。
【図６】異なる態様の薄膜キャパシタの基板の底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して種々の実施形態について詳細に説明する。なお、各図面において
同一または相当の部分に対しては同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１５】
　図１に示すように、一本実施形態に係る薄膜キャパシタ１は、その内部にキャパシタ構
造として容量部１０を有し、かつ、一方の主面（表面）１ａに、容量部１０から引き出さ
れた電極端子として電極端子２０Ａ～２０Ｃを有し、他方の主面（裏面）１ｂに電極端子
層３０を有している。
【００１６】
　薄膜キャパシタ１は、より詳しくは、電極端子層３０と、電極端子層３０の一方面３０
ａ上に部分的に形成され、電極層１１と誘電体層１２とが交互に積層された積層構造を有
する容量部１０と、電極端子層３０の一方面（表面）３０ａ上の容量部１０が形成された
形成領域および容量部１０が形成されていない非形成領域を覆う絶縁層４０と、絶縁層４
０上に設けられた電極端子２０Ａ～２０Ｃと、絶縁層４０に厚さ方向に沿って貫設され、
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電極端子層３０および容量部１０の電極層１１のいずれかに電極端子２０Ａ～２０Ｃを接
続するビア導体４３Ａ、４３Ｂとを備えている。
【００１７】
　電極端子２０Ａ～２０Ｃは、薄膜キャパシタ１に搭載される図示しない電子部品と接続
するための電極端子であり、電極端子２０Ａ～２０Ｃが設けられた側の主面上に、電子部
品が搭載され得る。
【００１８】
　電極端子層３０は、薄膜キャパシタ１上に搭載される電子部品に薄膜キャパシタを介し
て電力を供給する図示しない配線板と接続し得る。電極端子層３０が設けられた側の主面
１ｂが配線板と対面する姿勢で薄膜キャパシタ１が配線板上に搭載され得る。
【００１９】
　電極端子層３０は、導電性を有する金属材料で構成されている。具体的には、電極端子
層３０を形成する導電性材料としては、主成分としてニッケル（Ｎｉ）や白金（Ｐｔ）を
含有する合金が好ましく、特に、主成分としてＮｉを含有する合金が好適に用いられる。
電極端子層３０を構成するＮｉの純度は高いほど好ましく、９９．９９重量％以上である
ことが好ましい。なお、電極端子層３０に微量の不純物が含まれていてもよい。主成分と
してＮｉを含有する合金からなる電極端子層３０に含まれ得る不純物としては、たとえば
、鉄（Ｆｅ）、チタン（Ｔｉ）、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍ
ｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ケイ素（Ｓｉ）またはクロム（Ｃｒ）、バナジウム（Ｖ）、亜
鉛（Ｚｎ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、イットリウム（Ｙ）、ランタン（Ｌａ
）、セシウム（Ｃｅ）等の遷移金属元素あるいは希土類元素等、塩素（Ｃｌ）、硫黄（Ｓ
）、リン（Ｐ）等が挙げられる。薄膜キャパシタの製造時に、電極端子層３０から誘電体
膜へ上記の不純物が拡散すると、誘電体層１２の絶縁抵抗の低下等の性能低下を引き起こ
す可能性がある。
【００２０】
　電極端子層３０の厚さは、１０ｎｍ～１００μｍであることが好ましく、１μｍ～７０
μｍであることがより好ましく、１０μｍ～３０μｍ程度であることがさらに好ましい。
電極端子層３０の厚さが薄過ぎる場合、薄膜キャパシタ１の製造時に電極端子層３０をハ
ンドリンクしにくくなる傾向があり、電極端子層３０の厚さが厚過ぎる場合、リーク電流
を抑制する効果が小さくなる傾向がある。なお、電極端子層３０の面積は、たとえば１×
０．５ｍｍ２程度である。また、上述の電極端子層３０は金属箔からなることが好ましく
、基板と電極とを兼用している。
【００２１】
　容量部１０は、電極端子層３０上に交互に積層された２層の電極層１１および２層の誘
電体層１２によって構成されている。
【００２２】
　電極層１１は導電性を有する材料から形成されている。具体的には、主成分としてニッ
ケル（Ｎｉ）や白金（Ｐｔ）を含有する材料が電極層１１として好適に用いられ、Ｎｉが
特に好適に用いられる。電極層１１に主成分としてＮｉを含有する材料を用いる場合、そ
の含有量は、電極層１１全体に対して、５０ｍｏｌ％以上であることが好ましい。また、
電極層１１の主成分がＮｉである場合、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、イリジウム
（Ｉｒ）、ロジウム（Ｒｈ）、ルテニウム（Ｒｕ）、オスミウム（Ｏｓ）、レニウム（Ｒ
ｅ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）および銀（Ａｇ）からな
る群より選ばれる少なくとも一種（以下、「添加元素」と記す。）をさらに含有する。電
極層１１が添加元素を含有することによって、電極層１１の途切れが防止される。なお、
電極層１１は複数種の添加元素を含有してもよい。電極層１１の厚さは、たとえば１０ｎ
ｍ～１０００ｎｍ程度である。
【００２３】
　誘電体層１２は、ＢａＴｉＯ３（チタン酸バリウム）、（Ｂａ１－ＸＳｒＸ）ＴｉＯ３

（チタン酸バリウムストロンチウム）、（Ｂａ１－ＸＣａＸ）ＴｉＯ３、ＰｂＴｉＯ３、
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Ｐｂ（ＺｒＸＴｉ１－Ｘ）Ｏ３等のペロブスカイト構造を持った（強）誘電体材料や、Ｐ
ｂ（Ｍｇ１／３Ｎｂ２／３）Ｏ３等に代表される複合ペロブスカイトリラクサー型強誘電
体材料や、Ｂｉ４Ｔｉ３Ｏ１２、ＳｒＢｉ２Ｔａ２Ｏ９等に代表されるビスマス層状化合
物、（Ｓｒ１－ＸＢａＸ）Ｎｂ２Ｏ６、ＰｂＮｂ２Ｏ６等に代表されるタングステンブロ
ンズ型強誘電体材料等から構成される。ここで、ペロブスカイト構造、ペロブスカイトリ
ラクサー型強誘電体材料、ビスマス層状化合物、タングステンブロンズ型強誘電体材料に
おいて、ＡサイトとＢサイト比は、通常整数比であるが、特性向上のため、意図的に整数
比からずらしてもよい。なお、誘電体層１２の特性制御のため、誘電体層１２に適宜、副
成分として添加物質が含有されていてもよい。誘電体層１２の厚さは、たとえば１０ｎｍ
～１０００ｎｍである。
【００２４】
　絶縁層４０は、容量部１０が形成された形成領域および容量部１０が形成されていない
非形成領域を覆っており、パッシベーション層４１、第１絶縁層４２Ａおよび第２絶縁層
４２Ｂによって構成されている。
【００２５】
　パッシベーション層４１は、各容量部１０を直接覆っており、無機絶縁材料（たとえば
、ＳｉＯ２）によって構成されている。
【００２６】
　第１絶縁層４２Ａは、電極端子層３０の容量部１０が形成された領域（形成領域）それ
ぞれにおいて容量部１０を覆っている。第２絶縁層４２Ｂは、第１絶縁層４２Ａが形成さ
れていない領域、すなわち、容量部１０が形成されていない領域（非形成領域）を覆うと
ともに、非形成領域周縁の第１絶縁層４２Ａを部分的に覆っている。すなわち、第１絶縁
層４２Ａと第２絶縁層４２Ｂとの２段構成によって電極端子層３０が覆われている。
【００２７】
　第１絶縁層４２Ａおよび第２絶縁層４２Ｂは、絶縁性を有する材料であれば特に限定さ
れないが、たとえば、ポリイミドなどの非導電性樹脂、ＳｉＯ２、アルミナ、ＳｉＮ（シ
リコンナイトライド）等の無機材料、あるいはこれらを混合または積層させた絶縁材料等
を用いることができる。第１絶縁層４１Ａの厚さ（パッシベーション層４１の上面と第１
絶縁層４２Ａの上面との距離）は、たとえば、０．５μｍ～１０μｍであり、第２絶縁層
４２Ｂの厚さ（第１絶縁層４２Ａの上面と第２絶縁層４２Ｂの上面との距離）は、たとえ
ば０．５μｍ～１０μｍである。
【００２８】
　第１絶縁層４２Ａと第２絶縁層４２Ｂとの間には、第１絶縁層４２Ａの上面に沿って第
１配線部４３Ａが形成されている。第１配線部４３Ａは、第１絶縁層４２Ａの上面に沿っ
て上下方向に延びるとともにその下端に電極端子層３０または電極層１１と接する接触部
４４Ａを有する。また、第２絶縁層４２Ｂ上には、第２絶縁層４２Ｂの上面に沿って第２
配線部４３Ｂが形成されている。第２配線部４３Ｂは、第２絶縁層４２Ｂに沿って上下方
向に延びるとともにその下端に第１配線部４３Ａと接する接触部４４Ｂを有する。そして
、第２配線部４３Ｂ上に電極端子２０Ａ～２０Ｃが形成されている。
【００２９】
　電極端子２０Ａが形成された第２配線部４３Ｂの接触部４４Ｂは、電極端子層３０に接
する接触部４４Ａを有する第１配線部４３Ａに接している。電極端子２０Ｂが形成された
第２配線部４３Ｂの接触部４４Ｂは、容量部１０の下側の電極層１１に接する接触部４４
Ａを有する第１配線部４３Ａに接している。電極端子２０Ｃが形成された第２配線部４３
Ｂの接触部４４Ｂは、容量部１０の上側の電極層１１に接する接触部４４Ａを有する第１
配線部４３Ａに接している。
【００３０】
　上述した第１配線部４３Ａおよび第２配線部４３Ｂが、絶縁層４０に貫設され、電極端
子層３０および容量部１０の電極層１１のいずれかに電極端子２０Ａ～２０Ｃそれぞれを
接続するビア導体となっている。第１配線部４３Ａおよび第２配線部４３Ｂは、たとえば
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銅（Ｃｕ）などの導電性を有する材料から構成されている。また、第２配線部４３Ｂと電
気的に接続される電極端子２０Ａ～２０Ｃも、たとえば銅（Ｃｕ）などの導電性を有する
材料から構成されている。
【００３１】
　薄膜キャパシタ１においては、電極端子層３０は、該電極端子層３０の厚さ方向に貫く
貫通部３１によって複数部分に分断されている。具体的には、電極端子層３０は、図２に
示すように、電極端子層３０の表面３０ａとは反対側の主面（底面）３０ｂから見て、貫
通部３１によって分断された枠部３２および電極部３３を有する。
【００３２】
　枠部３２は、電極端子層３０の矩形環状の底面３０ｂの周縁に沿う矩形環状の部分であ
る。枠部３２は、略均一幅となるように設計されている。
【００３３】
　貫通部３１は、枠部３２の内周側に位置し、矩形環状を呈している。貫通部３１は、枠
部３２同様、略均一幅となるように設計されている。
【００３４】
　電極部３３は、枠部３２内に位置する矩形状の部分である。電極部３３は、図１に示す
ように、ビア導体４３Ａ、４３Ｂを介して電極端子２０Ａと電気的に接続されているとと
もに、容量部１０の誘電体層１２を介して電極層１１と対向している。また、電極部３３
は、上述した配線板と接続した場合には、電極端子としての機能も備える。
【００３５】
　貫通部３１は、その内部全体が、電極端子層３０の厚さより厚い絶縁樹脂３４によって
埋められている。絶縁樹脂３４は、一例としてエポキシ樹脂である。それにより、枠部３
２と電極部３３との間の高い電気絶縁性が実現されている。
【００３６】
　次に、図３および図４を参照して薄膜キャパシタ１の製造方法について説明する。なお
、図３および図４は、製造の途中段階における薄膜キャパシタ１の一部を拡大して示して
いるものである。実際には、複数の薄膜キャパシタ１を一度に形成した後、それぞれの薄
膜キャパシタ１に個片化する。
【００３７】
　まず、図３（ａ）に示すように、仮貼り材６１を介して支持材６０に支持された電極端
子層３０となる金属箔を準備し、電極端子層３０上に容量部１０となるべき誘電体層１２
と電極層１１とを交互に形成する。電極端子層３０となる金属箔は、必要に応じてその表
面が所定の算術平均粗さＲａとなるように研磨される。この研磨は、ＣＭＰ（Chemical　
Mechanical　Polishing）、電解研磨、バフ研磨等の方法によりおこなうことができる。
電極層１１の形成方法としては、ＤＣスパッタリング等が挙げられる。また、誘電体層１
２の形成方法としては、溶液法、スパッタリング法等のＰＶＤ（Physical　Vapor　Depos
ition）法またはＣＶＤ（Chemical　Vapor　Deposition）法等の成膜技術を用いることが
できるが、スパッタリング法がより好ましい方法である。
【００３８】
　次に、図３（ｂ）に示すように、電極層１１および誘電体層１２を貫通する所定の開口
７０を形成する。開口７０の形成は、たとえばパターニングされたレジストをマスクとし
たドライエッチングによっておこなわれる。この工程により、電極層１１および誘電体層
１２に２つの開口７１、７２が形成される。開口７１では、底面に電極端子層３０が露出
すると共に、容量部１０に電極層１１および誘電体層１２による連続した側面が形成され
る。また、開口７２では底面に下側の電極層１１が露出すると共に、容量部１０に電極層
１１および誘電体層１２による連続した側面が形成される。
【００３９】
　その後、支持材６０を仮貼り材６１とともに剥離し、電極端子層３０上に電極層１１お
よび誘電体層１２が積層された積層体を焼成する。焼成時の温度は、誘電体層が焼結（結
晶化）する温度とすることが好ましく、具体的には５００～１０００℃であることが好ま
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しい。また、焼成時間は５分～２時間程度とすればよい。また、焼成時の雰囲気は、特に
限定されず、酸化性雰囲気、還元性雰囲気、中性雰囲気のいずれでもよいが、少なくとも
、電極層１１が酸化しない程度の酸素分圧下で焼成することが好ましい。なお、焼成のタ
イミングはこのタイミングに限定されず、たとえば、開口７０を形成する前に焼成をおこ
なってもよいし、開口７０を形成した後におこなってもよい。
【００４０】
　次に、図３（ｃ）に示すように、電極端子層３０に再度仮貼り材６１を介して支持材６
０を貼付し、支持材６０で電極端子層３０を保持した状態で、パッシベーション層４１と
なるべき無機絶縁層（たとえば、ＳｉＯ２層）を成膜する。
【００４１】
　続いて、図３（ｄ）に示すように、電極層１１および誘電体層１２上に第１絶縁層４２
Ａを形成する。第１絶縁層４２Ａは、たとえば、未硬化の状態の熱硬化性樹脂を塗布した
後、加熱して硬化させることによって形成される。また、第１絶縁層４２Ａは、未硬化の
状態の光硬化性樹脂を塗布した後、特定の波長の光を照射して硬化させることによって形
成されてもよい。第１絶縁層４２Ａを構成する絶縁性材料を硬化させた後、ドライエッチ
ング等により第１配線部４３Ａを設けるための所定の開口７３を形成する。本実施形態で
は、開口７３として、３つの開口７４、７５、７６を形成する。開口７４は、開口７１内
の第１絶縁層４２Ａを貫通するように開口７１の中央付近に形成される。また、開口７５
は、開口７２内の第１絶縁層４２Ａを貫通するように開口７２内の中央付近に形成される
。さらに、開口７６は、所定領域の第１絶縁層４２Ａを貫通するように形成される。
この工程により、開口７４では底面に電極端子層３０が露出し、開口７５では底面に下側
の電極層１１が露出し、開口７６では底面に上側の電極層１１が露出する。また、電極層
１１および誘電体層１２は第１絶縁層４２Ａによって封止された状態となる。
【００４２】
　次に、図３（ｅ）に示すように、第１絶縁層４２Ａの開口７３内および開口周縁の第１
絶縁層４２Ａ上に第１配線部４３Ａを形成する。第１配線部４３Ａは、たとえば、銅（Ｃ
ｕ）等の導電性材料をスパッタまたは蒸着した後、エッチングによるパターニングをおこ
なうことによって形成される。この工程により、電気的に互いに独立した複数の第１配線
部４３Ａが形成される。このとき、開口７４周辺に形成された第１配線部４３Ａは電極端
子層３０と電気的に接続され、開口７５周辺に形成された第１配線部４３Ａは下側の電極
層１１と電気的に接続され、開口７６周辺に形成された第１配線部４３Ａは上側の電極層
１１と電気的に接続された状態となる。
【００４３】
　次に、図４（ａ）に示すように、第１絶縁層４２Ａおよび第１配線部４３Ａ上に第２絶
縁層４２Ｂを形成する。第２絶縁層４２Ｂは、第１絶縁層４２Ａと同様に、たとえば未硬
化の状態の熱硬化性樹脂を塗布した後、加熱して硬化させることによって形成される。第
２絶縁層４２Ｂを構成する絶縁性材料を硬化させた後、ドライエッチング等により第２配
線部４３Ｂを形成するための３つの開口７７を形成する。この工程により、開口７７それ
ぞれから第１配線部４３Ａが露出した状態となる。
【００４４】
　次に、図４（ｂ）に示すように、第２絶縁層４２Ｂの開口７７内および開口周縁の第２
絶縁層４２Ｂ上に第２配線部４３Ｂを形成する。第２配線部４３Ｂも、第１配線部４３Ａ
同様、たとえば、銅（Ｃｕ）等の導電性材料をスパッタまたは蒸着した後、エッチングに
よるパターニングをおこなうことによって形成される。この工程により、電気的に互いに
独立した複数の第２配線部４３Ｂが形成される。このとき、開口７７周辺に形成された第
２配線部４３Ｂはそれぞれ第１配線部４３Ａと電気的に接続された状態となる。
【００４５】
　次に、図４（ｃ）に示すように、第２配線部４３上に、薄膜キャパシタ１を外部の電子
部品と電気的に接続するための電極端子２０Ａ～２０Ｃを形成する。電極端子２０Ａ～２
０Ｃは、たとえば、メッキ等により銅（Ｃｕ）等の導電性材料の層を形成した後、エッチ
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ング等をおこなうことによって形成される。
【００４６】
　最後に、図４（ｄ）に示すように、支持材６０を仮貼り材６１とともに剥離する。そし
て、電極端子層３０に貫通部３１を形成して、電極端子層３０を上述した枠部３２と電極
部３３とに分断する。貫通部３１は、たとえばウェットエッチングによって形成する。さ
らに、貫通部３１に、絶縁樹脂３４を充填する。絶縁樹脂３４の充填は、たとえばフィル
ムのラミネートによっておこなわれる。その後、ダイシング等によって個片化をおこなう
ことにより、図１に示すような薄膜キャパシタ１が得られる。
【００４７】
　上述した薄膜キャパシタ１においては、電極端子層（基板）３０は、貫通部３１によっ
て複数部分に分断されており、その分断された部分として枠部３２を有している。枠部３
２は、電極端子層３０の底面３０ｂから見て電極端子層３０の外縁に沿うように設けられ
ており、枠部３２が、電極端子層３０が厚さ方向や面方向に伸縮したり反ったりする変形
を阻害し、そのような変形が抑制され得る。したがって、薄膜キャパシタ１においては、
電極端子層３０が変形しにくくなっており、強度の向上が実現されている。
【００４８】
　また、貫通部３１は、矩形環状の閉じた形状であるため、絶縁樹脂３４を充填した際に
、その絶縁樹脂３４は貫通部３１内に留まり易く、絶縁樹脂３４の流動を規制しつつ充填
を容易におこなうことができる。また、充填時に絶縁樹脂３４が貫通部３１から流出した
場合には、製品の取扱い性や品質に影響を及ぼすことが考えられるが、貫通部３１が閉じ
た形状であるため、絶縁樹脂３４は貫通部３１から流出しにくくなっている。ただし、貫
通部３１は、閉じた形状ではなく、図２に示すような枠部３２に設けた連通部３５により
枠外とつながっていてもよい。連通部３５は、枠部３２の枠内と枠外とをつなげており、
たとえた切り欠きで構成される。絶縁樹脂３４を貫通部３１に充填した際、樹脂の粘度や
樹脂中の気泡等に起因して流動性が低く、均一な充填が困難な場合がある。枠部３２に連
通部３５を設けることで、充填時の樹脂の流動性が向上し、より均一な充填をおこなうこ
とができる。
【００４９】
　さらに、電極端子層３０および容量部１０の電極層１１が、絶縁層４０に厚さ方向に沿
って貫設されたビア導体（すなわち、第１配線部４３Ａおよび第２配線部４３Ｂ）によっ
て電極端子２０Ａ～２０Ｃそれぞれに接続されている。薄膜キャパシタの厚さ方向に直交
する面内において配線が這い回される場合には、回路配線の迂回等が生じてしまい配線が
長くなるが、薄膜キャパシタ１ではビア導体４３Ａ、４３Ｂにより厚さ方向に沿う短い回
路配線が実現されている。すなわち、薄膜キャパシタ１では、複数の電極端子２０Ａ～２
０Ｃでの多端子化を図りつつ、回路配線の短縮が図られており、それにより、低ＥＳＬ化
が図られた薄膜キャパシタが得られる。
【００５０】
　なお、薄膜キャパシタ１では、第１絶縁層４２Ａと第２絶縁層４２Ｂとの２段構成を採
用することで、再配線をおこなっている。すなわち、第１配線部４３Ａの位置は、容量部
１０の直上または近傍に制限されるが、第２配線部４３Ｂの位置はそのような位置に制限
されず、自由に位置を決定することができる。そのため、第２配線部４３Ｂ上に形成され
る電極端子２０Ａ～２０Ｃの位置についても設計自由度が高くなっている。また、一つの
第１配線部４３Ａから複数の第２配線部４３Ｂを引き出すこともでき、この場合には容易
に電極端子２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの多端子化を図ることができる。
【００５１】
　また、薄膜キャパシタ１は、絶縁層４０の厚さが容量部１０の厚さより厚くなっている
。このように、絶縁層４０の厚さが厚い場合にはＥＳＬが高くなる傾向になるが、上述の
ビア導体４３Ａ、４３Ｂによる回路配線の短縮で、効果的な低ＥＳＬ化を図ることができ
る。電極端子層３０の厚さについても、容量部１０の厚さより厚くなっている。
【００５２】
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　なお、薄膜キャパシタは、上述した実施形態に限らず、様々に変形することができる。
【００５３】
　たとえば、電極端子層３０の形状は、上述した形状に限らず、図５、６に示すような形
状であってもよい。
【００５４】
　図５に示す電極端子層３０Ａは、底面３０ｂの周縁に沿う矩形環状の枠部３２Ａ内に、
上述した電極部３３と同様の構成および機能を備えた４つの電極部３３Ａを有する。この
ように複数の電極部３３Ａを備える電極端子層３０Ａであっても、上述した電極端子層３
０と同一または同様の効果を奏する。
【００５５】
　図６に示す電極端子層３０Ｂは、底面３０ｂの周縁に沿うとともに矩形状の４つの小間
に仕切られた形状の枠部３２Ａを有し、４つの小間のそれぞれに、上述した電極部３３と
同様の構成および機能を備えた電極部３３Ｂがそれぞれ配置されている。このように複数
に仕切られた枠部３２Ｂを備える電極端子層３０Ｂであっても、上述した電極端子層３０
と同一または同様の効果を奏する。
【００５６】
　また、電極端子層の枠部の形状は、必ずしも矩形環状ではなくてもよい。たとえば、四
角形以外の多角形（三角形や六角形など）の環状であってもよく、円環状や楕円環状であ
ってもよい。
【００５７】
　また、上述した枠部３２、３２Ａ、３２Ｂは、電極部３３と同様に、ビア導体４３Ａ、
４３Ｂを介して電極端子２０Ａ～２０Ｃのいずれかと電気的に接続されてもよい。さらに
、枠部３２、３２Ａ、３２Ｂについても、上述した配線板と接続して、電極端子として利
用することができる。
【００５８】
　ビア導体は、上述したビア導体４３Ａ、４３Ｂの構成に限らず、絶縁層の厚さ方向に沿
って真っ直ぐに延びる貫通孔に導体を充填した構成のビア導体であってもよい。また、薄
膜キャパシタでは、絶縁層を再配線のために２段構成としたが、３段以上の多段構成とし
てもよく、１段で構成してもよい。容量部の構成についても、電極層および誘電体層の層
数を適宜増減することができる。
【符号の説明】
【００５９】
　１…薄膜キャパシタ、１０…容量部、１１…電極層、１２…誘電体層、２０Ａ～２０Ｃ
…電極端子、３０…電極端子層、３１…貫通部、３２、３２Ａ、３２Ｂ…枠部、３３、３
３Ａ、３３Ｂ…電極部、３４…絶縁樹脂、３５…連通部、４０…絶縁層、４３Ａ…第１配
線部、４３Ｂ…第２配線部。
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